
【擬似体験】 
（高齢者･妊婦･アイマスク）

想像していたよりもはるかに大変です。（私は40代ですが）体の
きつい方やお年寄りの方の大変さをもっと日ごろから考えない
といけませんね。そのための良い体験になりました。

●開館時間：午前９時～午後６時
●休館日：�毎月第２･４月曜日（その日が

休日の場合は、その後の休日
以外の日）、年末年始

●場所：J:COM�ホルトホール大分１階

【展示コーナー】

【にんげんセミナー】

差別のない明るい大分市をめざして
-12月4日～10日は人権週間-
をダイジェストでお届けします

人権啓発センター
「ヒューレおおいた」

いのち輝け
～差別をなくす市民の集い～ 人権・同和問題専門講座

　昨年12月5日に放送した大分市テレビ広報番組「差別のない明るい大分市をめざして―12月4日～10日は人
権週間―」では、財前真由美さん（フリーアナウンサー）をリポーターに迎え、差別のない明るい大分市の実現
に向けた、本市のさまざまな取り組みを紹介しました。今回は、その模様をダイジェストでお届けします。

※2021（令和3）年12月5日放送「大分市テレビ広報番組」要旨

特別展示の内容は毎月変わるので、
いろいろな視点から人権について考
えることができますね。

本来、世の中には障がいのある方とか認知症の疾患
がある方とか、いろいろなマイノリティの方が住んでい
るわけで、その人たちを認知症の人とかそういう風に
見るのではなく、Aさんという一人の人間の中に、認知
症という要素があるんだとか、そういう見方ができる
社会になっていってほしいなと思っています。

▲こちらから
　ご覧ください

「セクシュアリティの理解
　　　～多様性について考えよう～」

講師：奥�結香さん
　　　　（SOGIE�サポートチームココカラ！共同代表）

「部落差別解消推進法の目的を達成するために
　　　　　～差別の現実と運動の経験に学ぶ～」

講師：熊本�理抄さん（近畿大学人権問題研究所教授）

「差別をなくすのは誰!?　
　　　　　～『わかる』から『かわる』～」

講師：宮脇�史子さん（人権・同和教育課指導主事）

私が人権について自分の中で
腑に落ち始めたのは、自分の痛
みや傷に向き合い始めたとき
でした。そうやって自分に向き
合ったときに、人の痛みや傷に
も向き合うことができるように
なりました。

差別は他人事ではなく、自分
たちに関わることなんだと感
じてほしいです。そして差別
をなくすのは「他の誰か」で
はなく、「自分自身」という思
いを持ってほしいです。

☎576-7593

問　人権・同和対策課　☎537-5618
問　市民協働推進課　☎537-5612
問　社会教育課　☎537-5722
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この番組は、大分市公式動画チャンネル
「いいやん！大分」でご覧いただけます。

※今回は、高齢者の擬似体験
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市税・国民健康保険税等、水道料金・下水道使用料等も
キャッシュレス決済が可能です！

● クレジットカード決済

● 電子マネー決済

● QRコード決済

導入の
メリットは?

※stera terminalを使用しています

市税の納付に関すること 問　納税課　☎537-5611
国民健康保険税の納付に関すること 問　国保年金課　☎537-5616
水道料金・下水道使用料の納付に関すること 問　上下水道局営業課料金センター　☎538-2416
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非
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安
全
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い
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対象の
サービスは?

利用できる
決済の
種類は?

利用できる
窓口は?

▲市税など ▲水道料金
など

　市税・国民健康保険税等、水道料金・下水道使用料等の納付については、スマホ
アプリ等のキャッシュレス決済に対応しています。詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

新しい生活様式への対応

決済速度が速い

現金受け渡しの必要がなく
お支払いが可能です。

現金支払いより約20秒早い
非接触型決済でお待たせしません。

〈出典：（株）ジェーシービー「決済速度に関する実証実験結果」〉

証明書の発行手数料
 住民票の写し、除票の写し

 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、
 戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

 印鑑登録証明書

 所得証明書、完納証明書、
 固定資産課税台帳記載事項（評価）証明書

※上記は対象となる
　手数料の一例です。

※各支所・各連絡所では利用できません。

● 本庁舎１階　  市民課・税制課窓口

● 第二庁舎３階  税制課

①～③の証明に関すること
　　　問　市民課　☎537-5615

④の証明に関すること
　　　問　税制課　☎537-5673

①

②

③

④

※取り扱うことができる決済の種類は、
　窓口でお問い合わせください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

▲詳しくはこちら
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